
 
参考資料２ 

＜参照条文＞ 

目次 

○職業安定法（昭和 22年法律第 141号）抄 ...................................... 2 

○職業安定法施行規則（昭和 22年労働省令第 12号）抄 ........................... 3 

○労働基準法（昭和 22年法律第 49号）抄 ....................................... 5 

○労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省令第 23号）抄 ........................... 7 

○労働契約法（平成 19年法律第 128号）抄 ...................................... 8 

○家内労働法（昭和 45年法律第 60号）抄 ...................................... 11 

○家内労働法施行規則（昭和 45年労働省令第 23号）抄 .......................... 12 

○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）抄 .... 13 

○不公正な取引方法（昭和 57年公正取引委員会告示第 15号）抄 .................. 13 

○下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120号）抄 ....................... 14 

○民法（明治 29年法律第 89号）抄  ※平成 32年４月１日施行時点 .............. 15 

○自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン 抄 ...................... 24 

 

 

  



2 

 

○職業安定法（昭和 22年法律第 141号）抄 

 

（労働条件等の明示） 

第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及

び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給

に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その

者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 

② 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対

し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者

又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示し

なければならない。 

③ 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者（供給される労働者を雇

用する場合に限る。）は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体

若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給

される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定

により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件（以下この項に

おいて「従事すべき業務の内容等」という。）を変更する場合その他厚生労働省令で定める場

合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その

他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。 

④ 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める

事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。 

  

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000141
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○職業安定法施行規則（昭和 22年労働省令第 12号）抄 

 

（法第五条の三に関する事項） 

第四条の二 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介

による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下この項に

おいて「紹介求職者等」という。)に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従

事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容

等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合 

二 紹介求職者等に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内

容等を削除する場合 

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合 

２ 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等 

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等 

３ 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八号

に掲げる事項にあつては、労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労

働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする者に限るものとする。 

一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 

二 労働契約の期間に関する事項 

二の二 試みの使用期間に関する事項 

三 就業の場所に関する事項 

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事 

 項 

五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二

十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項 

六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法

律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による

労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用

に関する事項 

七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 

八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨 

４ 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及

び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、

職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができな

い場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、こ

の限りでない。 

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40002000012
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一 書面の交付の方法 

二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書

面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書

面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき

者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電

子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交

付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)

によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法 

５ 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。 

６ 法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき

業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それ

ぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならない。 

７ 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応

じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第五条の三第一項の規定によ

り明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、労働者の

募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が

終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつては、当該明示に係

る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。 

８ 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、そ

の者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとす

る。 
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○労働基準法（昭和 22年法律第 49号）抄 

 

（契約期間等） 

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定める

もののほかは、三年（次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年）を超える期

間について締結してはならない。 

一 専門的な知識、技術又は経験（以下この号において「専門的知識等」という。）であつて

高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者（当該

高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。）との間に締結される労働契約 

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に掲げる労働契約を除く。） 

② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時にお

いて労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働

契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることが

できる。 

③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要

な助言及び指導を行うことができる。 

 

（労働条件の明示） 

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件

を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生

労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時

に労働契約を解除することができる。 

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷す

る場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 

 

（解雇制限） 

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び

その後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後

三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を

支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合

においては、この限りでない。 

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 

 

（解雇の予告） 

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告

をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わ

なければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能とな

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
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つた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮す

ることができる。 

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 

 

第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一

号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に

該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者

が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 

一 日日雇い入れられる者 

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 

四 試の使用期間中の者 

 

（罰則） 

第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に

処する。 

一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、

第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第

三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第

七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第

九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 

二～四 （略） 

 

第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三

項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項（第三十二条の四第四項及

び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。）、第三十二条の五第二項、第三十三

条第一項ただし書、第三十八条の二第三項（第三十八条の三第二項において準用する場合を

含む。）、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条

第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条

（第百条第三項において準用する場合を含む。）又は第百六条から第百九条までの規定に違

反した者 

二～五 （略） 
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○労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省令第 23号）抄 

 

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない

労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定め

のある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある

ものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれ

らに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 

一 労働契約の期間に関する事項 

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労

働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計

算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並

びに退職手当の支払の時期に関する事項 

五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低

賃金額に関する事項 

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

七 安全及び衛生に関する事項 

八 職業訓練に関する事項 

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

十 表彰及び制裁に関する事項 

十一 休職に関する事項 

② 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる

事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 

③ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項

が明らかとなる書面の交付とする。 

  

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40000100023
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○労働契約法（平成 19年法律第 128号）抄 

 

（労働契約の原則） 

第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更

すべきものとする。 

２ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変

更すべきものとする。 

３ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべき

ものとする。 

４ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及

び義務を履行しなければならない。 

５ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあ

ってはならない。 

 

（労働契約の内容の理解の促進） 

第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深

めるようにするものとする。 

２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）

について、できる限り書面により確認するものとする。 

  

（労働契約の成立） 

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う

ことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 

 

第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定

められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則

で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規

則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、

この限りでない。 

 

（労働契約の内容の変更） 

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更すること

ができる。 

 

（就業規則による労働契約の内容の変更） 

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利

益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この

限りでない。 

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128
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第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を

労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更

の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の

変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当

該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及

び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分につい

ては、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 

 

（解雇） 

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効とする。 

 

（契約期間中の解雇等） 

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約（以下この章において「有期労働契約」という。）

について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間におい

て、労働者を解雇することができない。 

２ 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らし

て、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのな

いよう配慮しなければならない。 

 

（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換） 

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前の

ものを除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通算契

約期間」という。）が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働

契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の

定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみな

す。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、

現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件

（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）とする。 

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者と

の間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいず

れにも含まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で

定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空

白期間」という。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労

働契約の契約期間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白

期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項におい

て同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を
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乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該空白期間前

に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

 

（有期労働契約の更新等） 

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日

までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後

遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶するこ

とが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、

従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものと

みなす。 

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の

満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、

期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該

期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新さ

れるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 
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○家内労働法（昭和 45年法律第 60号）抄 

 

（家内労働手帳） 

第三条 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、家内労働手帳を交付しなければならない。 

２ 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生

労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その

他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額その他厚生労働省令で定

める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。 

３ 前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。   

 

（委託の打切りの予告） 

第五条 六月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に

引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内

労働者に予告するように努めなければならない。 

 

（罰則） 

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 

一 第三条第一項、第六条又は第十七条の規定に違反した者 

二 第三条第二項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者 

三～七 （略）  

 

  

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000060
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○家内労働法施行規則（昭和 45年労働省令第 23号）抄 
 

（家内労働手帳） 

第一条 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供すると

きまでに家内労働手帳を交付しなければならない。 

２ 家内労働法（以下「法」という。）第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

りとする。 

一 委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期 

二 製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日 

三 工賃を支払うつどその年月日 

３ 委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。 

一 家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその

氏名、性別及び生年月日 

二 委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託につい

て代理人を置く場合にはその氏名及び住所 

三 工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外

のもので工賃を支払う場合にはその方法 

四 物品の受渡し場所 

五 不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め４ 委託者は、前項各号の事項に変

更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならな

い。 

５ 委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自

己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその

代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。 

６ 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。７ 家内

労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存し

なければならない。 

７ 家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を

保存しなければならない。 

８ 家内労働手帳は、様式第一号による。  

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345M50002000023
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○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）抄 

 

第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。

事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の

規定の適用については、これを事業者とみなす。 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

一～四 （略） 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不

当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて

同じ。）に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提

供させること。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を

受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価

の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引

の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。 

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害す

るおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの 

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 

ロ 不当な対価をもつて取引すること。 

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業

者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合におい

て、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘

引し、唆し、若しくは強制すること。 

 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

 

○不公正な取引方法（昭和 57年公正取引委員会告示第 15号）抄 

 

（その他の取引拒絶） 

２ 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しく

は内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。 

  

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000054
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○下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120号）抄 

 

（書面の交付等） 

第三条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則

で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他

の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうち

その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないも

のとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載

した書面を下請事業者に交付しなければならない。 

２ 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請

事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供するこ

とができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 （略） 

２ 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場

合にあつては、第一号を除く。）に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当

に害してはならない。 

一～三 （略） 

四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は

下請事業者の給付を受領した後に（役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた

役務の提供をした後に）給付をやり直させること。 

 

（罰則） 

第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代

理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。 

 二 （略） 

  

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331AC0000000120
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○民法（明治 29年法律第 89号）抄  ※平成 32年４月１日施行時点 

 

（契約の締結及び内容の自由） 

第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決

定することができる。 

２ 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 

 

（解除権の行使） 

第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、

相手方に対する意思表示によってする。 

２ 前項の意思表示は、撤回することができない。 

 

（催告による解除） 

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定

めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすること

ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会

通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

（催告によらない解除） 

第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解

除をすることができる。 

一 債務の全部の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。 

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期

を経過したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

２ 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をす

ることができる。 

一 債務の一部の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 

（債権者の責めに帰すべき事由による場合） 

第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者

http://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089
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は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（解除権の不可分性） 

第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員

に対してのみ、することができる。 

２ 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者につい

ても消滅する。 

 

（解除の効果） 

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状

に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 

２ 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな

らない。 

３ 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果

実をも返還しなければならない。 

４ 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 

 

（契約の解除と同時履行） 

第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 

 

（催告による解除権の消滅） 

第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者

に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をする

ことができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消

滅する。 

 

（解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅） 

第五百四十八条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、

若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類

の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有する

ことを知らなかったときは、この限りでない。 

 

（定型約款の合意） 

第五百四十八条の二 定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっ

て、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以

下同じ。）を行うことの合意（次条において「定型取引合意」という。）をした者は、次に掲げ

る場合には、定型約款（定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者

により準備された条項の総体をいう。以下同じ。）の個別の条項についても合意をしたものと
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みなす 

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 

二 定型約款を準備した者（以下「定型約款準備者」という。）があらかじめその定型約款を

契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を

加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして

第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの

については、合意をしなかったものとみなす。 

 

（定型約款の内容の表示） 

第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前

又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方

法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対

して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、

この限りでない。 

２ 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適

用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限

りでない。 

 

（定型約款の変更） 

第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることによ

り、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をする

ことなく契約の内容を変更することができる。 

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当

性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その

他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

２ 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定

め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をイン

ターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 

３ 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の

規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 

４ 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用

しない。 

 

＜雇用＞ 

（雇用） 

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方が
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これに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 

 

（報酬の支払時期） 

第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することがで

きない。 

２ 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 

 

（使用者の権利の譲渡の制限等） 

第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことがで

きない。 

２ 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることがで

きない。 

３ 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除を

することができる。 

 

（期間の定めのある雇用の解除） 

第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間

継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることがで

きる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 

２ 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければなら

ない。 

 

（期間の定めのない雇用の解約の申入れ） 

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入

れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過する

ことによって終了する。 

２ 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。

ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 

３ 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしな

ければならない。 

 

（やむを得ない事由による雇用の解除） 

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の

一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 

 

（雇用の更新の推定等） 

第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、
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使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をした

ものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れ

をすることができる。 

２ 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消

滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 

 

（雇用の解除の効力） 

第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。 

 

（使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ） 

第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるとき

であっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすること

ができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を

請求することができない。 

 

＜請負＞ 

（請負） 

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事

の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 

 

（報酬の支払時期） 

第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただ

し、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 

 

（注文者が受ける利益の割合に応じた報酬） 

第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の

給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合にお

いて、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 

一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなっ

たとき。 

二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。 

 

第六百三十五条 削除 

 

（請負人の担保責任の制限） 

第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文

者に引き渡したとき（その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目

的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、注文者は、注文者の供した
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材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請

求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請

負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りで

ない。 

 

（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限） 

第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年

以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追

完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 

 

２ 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時（その引渡しを要しない場合にあっ

ては、仕事が終了した時）において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によっ

て知らなかったときは、適用しない。 

 

第六百三十八条 削除 

第六百三十九条 削除 

第六百四十条 削除 

 

（注文者による契約の解除） 

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の

解除をすることができる。 

 

（注文者についての破産手続の開始による解除） 

第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契

約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成し

た後は、この限りでない。 

２ 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていな

い費用について、破産財団の配当に加入することができる。 

３ 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除を

した場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、そ

の損害賠償について、破産財団の配当に加入する。 

 

＜委任＞ 

（委任） 

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこ

れを承諾することによって、その効力を生ずる。 

 

（受任者の注意義務） 
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第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処

理する義務を負う。 

 

（復受任者の選任等） 

第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき

でなければ、復受任者を選任することができない。 

２ 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復

受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務

を負う。 

 

（受任者による報告） 

第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報

告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 

 

（受任者による受取物の引渡し等） 

第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任

者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 

２ 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 

 

（受任者の金銭の消費についての責任） 

第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額

を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。こ

の場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 

 

（受任者の報酬） 

第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができな

い。 

２ 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求す

ることができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規

定を準用する。 

３ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができ

る。 

一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができな

くなったとき。 

二 委任が履行の中途で終了したとき。 
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（成果等に対する報酬） 

第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した

場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支

払わなければならない。 

２ 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うこと

を約した場合について準用する。 

 

（受任者による費用の前払請求） 

第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求

により、その前払をしなければならない。 

 

（受任者による費用等の償還請求等） 

第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、

委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができ

る。 

２ 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対

し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その

債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 

３ 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、

その賠償を請求することができる。 

 

（委任の解除） 

第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 

２ 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しな

ければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 

一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 

二 委任者が受任者の利益（専ら報酬を得ることによるものを除く。）をも目的とする委任を

解除したとき。 

 

（委任の解除の効力） 

第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 

 

（委任の終了事由） 

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 

一 委任者又は受任者の死亡 

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 

 



23 

 

（委任の終了後の処分） 

第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相

続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理す

ることができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 

 

（委任の終了の対抗要件） 

第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っ

ていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 

 

（準委任） 

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。  
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○自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン 抄 

 

第３ 関係者が守るべき事項 

（１）募集 

   イ 募集内容の明示 

注文者又は第２の（４）の②の仲介事業者は、自営型テレワークの仕事を募集する際

には、募集に応じて自営型テレワーカーとなろうとする者（以下「応募者」という。）

に対し、①から⑥までの事項（以下「募集内容」という。）を文書、電子メール又はウ

ェブサイト上等で明示すること。その際、当該応募者に誤解を生じさせることのないよ

うに平易な表現を用いる等その的確な表示に努めること。 

① 注文する仕事の内容 

② 成果物の納期予定日（役務の提供である場合は、役務が提供される予定期日又は予

定期間） 

③ 報酬予定額、報酬の支払期日及び支払方法 

④ 注文する仕事に係る諸経費の取扱い 

⑤ 提案や企画、作品等（以下「提案等」という。）に係る知的財産権の取扱い 

⑥ 上記募集内容に関する問合せ先 

 

（２）契約条件の文書明示及びその保存 

   イ 契約条件の文書明示 

 注文者は、自営型テレワーカーと自営型テレワークの契約を締結するときには、自営

型テレワーカーと協議の上、自営型テレワーカーに対して、次の①から⑫までの事項を

明らかにした文書を交付すること。 

また、契約期間が一定期間継続し、受発注が繰り返されるような場合、各回の受発注

に共通する事項を包括的な契約とし、納期等各回の個別の事項をその都度の契約内容と

して、それぞれ明示することも可能であること。 

① 注文者の氏名又は名称、所在地及び連絡先 

② 注文年月日 

③ 注文した仕事の内容 

④ 報酬額、報酬の支払期日及び支払方法 

⑤ 注文した仕事に係る諸経費の取扱い 

⑥ 成果物の納期（役務の提供である場合は、役務が提供される期日又は期間） 

⑦ 成果物の納品先及び納品方法 

⑧ 成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日（検収日） 

⑨ 契約条件を変更する場合の取扱い 

⑩ 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた場合等の取扱い

（補修が求められる場合の取扱い等） 

⑪ 成果物に係る知的財産権の取扱い 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000193196.pdf
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⑫ 自営型テレワーカーが業務上知り得た個人情報及び注文者等に関する情報の取扱

い 

 

ロ 電子メール等による明示 

イの①から⑫までの事項は、文書の交付に代えて電子メール又はウェブサイト上等

（以下「電子メール等」という。）での明示によることとしてもよい。この場合、自営

型テレワーカーが出力できるものであることが必要である。ただし、その場合でも、自

営型テレワーカーから文書の交付を求められたときは、速やかに文書を当該自営型テレ

ワーカーに交付すること。 

 

   ハ 契約条件の文書保存 

     注文者は、自営型テレワーカーとの契約条件をめぐる紛争を防止するため、イの事項

を記載した文書又は電子メール等を３年間保存すること。 

 

（３）契約条件の適正化 

イ 契約条件明示に当たって留意すべき事項 

（２）のイにより契約条件を明示するに当たっては、以下の事項に留意すること。 

 

⑥ 契約条件を変更する場合の取扱い（（２）のイの⑨） 

契約締結後に契約内容の変更が生じることが考えられるため、契約締結時にあらか

じめ契約条件の変更に係る取扱いについて、明らかにしておくこと。その際、変更後

の紛争の発生を防止するため、変更時には変更内容を文書等で明示し、自営型テレワ

ーカーと合意することや、その場合に従前の契約に基づく作業の成果物、報酬等の取

扱いについても双方で十分協議すること等を明確にしておくこと。 

 

ニ 契約条件の変更 

契約条件を変更する場合には、自営型テレワーカーと十分協議の上、（２)のイに掲げ

る事項の内容を確認し、文書又は電子メール等を交付すること。その際、自営型テレワ

ーカーに不利益が生ずるような変更をテレワーカーに強要しないこと。また、自営型テ

レワーカーが契約条件の変更に応じない場合であっても、それにより不利益な取扱いを

行わないようにし、当初の契約内容を守ること。 

さらに、頻繁な仕様の変更により実質的に契約条件の変更となっている場合について

も自営型テレワーカーに不利益が生じないようにする必要があること。 

注文者である仲介事業者は、発注者の事情により仲介事業者と自営型テレワーカーと

の間の契約条件が変更される場合には、自営型テレワーカーに不利益な契約条件の変更

を強要しないようにするとともに、発注者の事情により、発注者と仲介事業者との間の

契約条件が変更される場合には、その契約条件の変更により自営型テレワーカーに不利

益が生じないよう、発注者と協議することが求められること。 
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ヘ 契約解除 

① 注文者は、民法（明治 29年法律第 89号）の規定に基づき、自営型テレワーカーが

契約に違反し、又は責めに帰すべき事由により契約を履行しない場合に自営型テレ

ワーカーの同意を得ずに契約を解除できること。 

 ② 注文者と自営型テレワーカーが合意により契約を解除する場合、例えば請負契約に

おいては、既に仕事に着手した部分により利益が生じている場合は自営型テレワーカ

ーへその分の報酬を支払うことを決定する等、注文者と自営型テレワーカーで十分に

協議した上で、報酬等を決定すること。 

③ ①のような契約違反等がない場合に、注文者が任意で契約を解除する場合は、注文

者は、契約解除により自営型テレワーカーに生じた損害の賠償が必要となること。 

④ 注文者の責めに帰すべき事由以外の事由（災害等）で契約が解除される場合に生じ

た負担は、注文者と自営型テレワーカーで十分協議することが望ましいこと。 

 

ト 継続的な注文の打切りの場合における事前予告 

     同じ自営型テレワーカーに、例えば 6月を超えて毎月 1回以上自営型テレワークの仕

事を注文している等継続的な取引関係にある注文者は、自営型テレワーカーへの注文を

打ち切ろうとするときは、速やかに、その旨及びその理由を予告すること。 


